
契約の相手方の決定方法

及び選定基準

1 学研企画課 広報発送業務 広報きづがわの配布業務 第１四半期

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であり、見積もり
を徴した結果予定価格の範囲であるた
め。

「第３号」

2 学研企画課
ＪＲ駅乗車券類・券売機類管理運
営等業務

ＪＲ駅乗車券類の販売及び駅トイ
レの清掃業務

第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であるため。

「第３
号」

3 総務課 木津川市役所宿日直業務 市役所本庁舎宿日直業務の委託 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

4 総務課 自転車駐輪場清掃等委託業務 自転車駐車場清掃業務の委託 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

5 総務課 放置自転車等対策事業委託業務 放置自転車等対策事業の委託 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

別記様式第１号（第３条関係）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の令和８年度分の事前公表について

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号該当随意契約について、木津川市契約事務規則第２４条第２項第１号及び第２号の規定により
　令和８年度分の契約に関わる事項を契約の締結前に次のとおり公表します。

番号 担当課 契約の名称 概　　　要 契約予定時期 備　考
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契約の相手方の決定方法

及び選定基準

別記様式第１号（第３条関係）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の令和８年度分の事前公表について

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号該当随意契約について、木津川市契約事務規則第２４条第２項第１号及び第２号の規定により
　令和８年度分の契約に関わる事項を契約の締結前に次のとおり公表します。

番号 担当課 契約の名称 概　　　要 契約予定時期 備　考

6 環境課 指定ごみ袋保管・配送業務委託 指定ごみ袋保管・配送業務の委託 第１四半期

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第５条第11項に規
定する障害者支援施設で市内に所在する
団体であること

「第３号」

7 高齢介護課
木津川市山城老人福祉センター受
付業務委託

山城老人福祉センターにおける受
付業務

第１四半期

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であり、見積もり
を徴した結果予定価格の範囲であれば契
約する

「第３号」

8 高齢介護課
木津川市ふれあい支援事業（基準
緩和型訪問型サービスＡ）業務委
託

きづがわふれあい支援員による訪
問型サービスＡ（生活援助）委託
業務

第１四半期

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であり、見積もり
を徴した結果予定価格の範囲であれば契
約する

「第３号」

9 施設整備課
市営住宅重衡団地・中之島団地内
の除草業務の委託

市営住宅重衡団地・中之島団地内
の除草業務の委託

第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

10 管理課 木津地区市道清掃等維持管理作業
路面清掃・中低木寄植剪定・除
草・塵芥収集業務

第１四半期
高齢者等の雇用の安定等に関する法律第
41条に規定するシルバー人材センターで
市内に所在する団体であること。

「第３号」
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契約の相手方の決定方法

及び選定基準

別記様式第１号（第３条関係）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の令和８年度分の事前公表について

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号該当随意契約について、木津川市契約事務規則第２４条第２項第１号及び第２号の規定により
　令和８年度分の契約に関わる事項を契約の締結前に次のとおり公表します。

番号 担当課 契約の名称 概　　　要 契約予定時期 備　考

11 管理課 加茂地区市道清掃等維持管理作業
路面清掃・中低木寄植剪定・除
草・塵芥収集業務

第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

12 管理課 山城地区市道清掃等維持管理作業
路面清掃・中低木寄植剪定・除
草・塵芥収集業務

第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

13 管理課 木馬公園ほか公園等維持管理作業 除草・清掃作業 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

14 管理課 駅東公園ほか公園等維持管理作業 除草・清掃作業 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

15 管理課
やすらぎ公園ほか公園等維持管理
作業

除草・清掃作業 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」
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契約の相手方の決定方法

及び選定基準

別記様式第１号（第３条関係）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の令和８年度分の事前公表について

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号該当随意契約について、木津川市契約事務規則第２４条第２項第１号及び第２号の規定により
　令和８年度分の契約に関わる事項を契約の締結前に次のとおり公表します。

番号 担当課 契約の名称 概　　　要 契約予定時期 備　考

16 学校教育課 通学児童見守り業務 通学児童見守り業務 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第３７条に規定するシルバー人材セン
ターで市内に所在する団体であること。

「第３号」

17 社会教育課 市内社会体育施設等の清掃等業務 市内社会体育施設等の清掃等業務 第１四半期

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第５条第11項に規
定する障害者支援施設で市内に所在する
団体であること

「第3号」

18 社会教育課 中央体育館等夜間等管理業務 中央体育館等夜間等管理業務 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること

「第3号」

19 社会教育課
木津川市北別館夜間及び休日管理
業務

庁舎北別館の夜間・休日の管理業
務の委託

第1四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

20 社会教育課
東部交流会館夜間管理業務 東部交流会館の夜間管理業務の委

託
第1四半期

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」
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契約の相手方の決定方法

及び選定基準

別記様式第１号（第３条関係）

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号の規定に基づく随意契約の令和８年度分の事前公表について

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号該当随意契約について、木津川市契約事務規則第２４条第２項第１号及び第２号の規定により
　令和８年度分の契約に関わる事項を契約の締結前に次のとおり公表します。

番号 担当課 契約の名称 概　　　要 契約予定時期 備　考

21 社会教育課
南加茂台公民館管理業務 南加茂台公民館の夜間・休日管理

業務の委託
第1四半期

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

22
社会教育課

（中央図書館）
図書配送業務 市立図書館間図書配送業務 第一四半期

高齢者等の雇用の安定に関する法律第37
条に規定するシルバー人材センターで市
内に所在する団体であること

「第3号」

23 文化財保護課
木津地域文化財保護課管理地除草
業務

史跡公園等年２回除草 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」

24 文化財保護課
山城地域文化財保護課管理地除草
業務

史跡市有地等年２回除草 第１四半期
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条に規定するシルバー人材センター
で市内に所在する団体であること。

「第３号」
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